
大阪府人権尊重の社会づくり条例 
 

平成１０年１０月３０日 

大阪府条例第４２号 

 

 

 

 すべての人間が固有の尊厳を有し、かつ、基本的人権を享有することは、人類普遍の原理であり、

世界人権宣言及び日本国憲法の 理念とするところである。 

かかる理念を社会において実現することは、私たちすべての願いであり、また責務でもある。 

 しかしながら、この地球上においては、今日もなお、社会的身分、人種、民族、信条、性別、障害

があること等に起因する人権侵 害が存在しており、また、我が国においても人権に関する諸課題が存

在している。 

 さらに、私たち一人ひとりが人権を行使するに当たっては、社会の構成員としての責任を自覚し、

かつ、他者の人権の尊重を念頭 に置くべきであるという道理を、より一層浸透させていかなければな

らないという課題も存在している。 

 人権尊重の機運が国際的にも高まる中で、大阪が世界都市として発展していくためにも、私たち一

人ひとりが命の尊さや人間の尊 厳を認識し、すべての人の人権が尊重される豊かな社会を実現するこ

とが、今こそ必要とされている。 

 私たち一人ひとりが、こうした人権尊重の社会づくりを進めるために、たゆまぬ努力を傾けること

を決意し、この条例を制定する。 

 

（目的） 

第１条 この条例は、人権尊重の社会づくりに関する府の責務を明らかにするとともに、府民の人権意

識の高揚を図るための施策 及び人権擁護に資する施策（以下「人権施策」という。）の推進の

基本となる事項を定め、これに基づき人権施策を実施し、もって すべての人の人権が尊重され

る豊かな社会の実現を図ることを目的とする。 

（府の責務） 

第２条 府は、前条の目的を達成するため、施策を実施するに当たって人権尊重の社会づくりに資する 

よう努めるとともに、人権 施策を積極的に推進するものとする。 

２ 府は、人権施策の推進に当たっては、国及び市町村との連絡調整を緊密に行うとともに、市町

村、事業者及び府民との協働に より、人権尊重の社会づくりを積極的に推進するための体制を整備

するものとする。 

（基本方針の策定） 

第３条 知事は、人権施策を総合的に推進するために必要な事項を定めた基本方針を策定しなければな 

らない。 

２ 知事は、前項の基本方針を策定し、又は変更するときは、あらかじめ大阪府人権施策推進審議会

（以下「審議会」という。） に諮問の上、その答申を添えて府議会の意見を聴かなければならない。 

３ 知事は、前項の意見を勘案した上で、第１項の基本方針を策定し、又は変更しなければならない。  

（審議会への諮問等） 

第４条 審議会は、人権施策の推進に関し、知事の諮問に応じ、意見を述べることができる。 

２ 審議会の会議は、原則として公開とする。 

附 則 

（施行期日）  

１ この条例は、平成１０年１１月１日から施行する。 （大阪府附属機関条例の一部改正）  

２ 大阪府附属機関条例（昭和２７年大阪府条例第３９号）の一部を次のように改正する。 


